
令和８年度 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業 募集要項 

 

 応募にあたっては、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱及び同実施要領（以

下、「交付要綱等」という。）に基づくこと。 

 

１ 事業目的 

  大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業（モデル事業による調査研究を含む。以下「本事業」と

いう。）は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することに

より、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の

枠組みの構築に資することを目的とする。 

 

２ 補助対象 

  次の（１）を満たす「５ 本市と官民連携して本事業を実施する民間シェルター等の選定」において

選定された団体が実施する（２）の事業とする。 

（１）本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等 

市内に活動拠点を置き、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年

法律第 31 号）第 26 条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動」を行う民間団体であって、次に掲げるいずれかの団体。ただし、政治活動を主たる目的とす

る団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。 

ア 配偶者暴力の被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場（部屋）を有する施設を 

運営する団体 

イ 配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るた 

めの施設（ステップハウス）を運営する団体 

ウ 「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」（令和５年５月・内閣府男女共同

参画局）を活用した加害者プログラムを実施する団体 

  ※本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等は、法人格を有する団体

（次に掲げる要件を満たし、本市が適当と認める法人格を有しない団体を含む。）とする。 

要件①事業実施時点で３年以上運営されている団体であること。 

要件②団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、

会計帳簿が適切に作成されていること。 

要件③団体が有する事務所の所在地及び次に掲げる団体の区分に応じそれぞれ次に掲げる施 

設の存在を、本市が確認できていること。   

ア ２(1)アに該当する団体 シェルター施設 

イ ２(1)イに該当する団体 ステップハウス 

要件④市内に活動拠点を置く団体であること。 

要件⑤政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でな

いこと。 



要件⑥過去３年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適

切に完遂した実績があること。 

 

（２）補助対象事業 

本事業の目的を達成する上で適切な民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲 

げる事業。 

① 受入体制整備事業 

被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮し

た受入施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業 

② 専門的・個別的支援事業 

被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援

員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業 

③ 切れ目ない総合的支援事業 

施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同

行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業 

    ④ 加害者プログラム事業 

「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」（令和５年５月・内閣府男女共同

参画局）を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業 

    ※事業実施に当たっての留意点 

・ 次に掲げる要件を満たすこと。ただし、前年度に交付対象となった事業を引き続き行う

場合については、（１）及び（２）の要件を満たすことは要さないが、より効果的な事業

となるよう必要な改善を図ること。 

（１）過去に実施していない取組（新規事業）であること。ただし、既存の取組であって 

も、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象とすることがで 

きる。 

（２）既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的な新規事業 

の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分については一定の範囲内 

で対象とすることができる。 

（３）他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している又は実施することとしている 

   事業内容ではないこと。 

・ 事業を長期的かつ継続的に行っていくためには、支援をする側への支援も必要であるこ

とから、本事業における支援員の処遇改善を図ること。 

 

３ 補助対象経費及び補助金額 

補助対象経費  別紙のとおり 

補助金額    1カ所あたり 10,000千円を上限とする（補助率 10／10） 

      ただし、年額 20万円（事業管理費を含む）を下限とする。 

      



４ 事業実施期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

５ 本市と官民連携して本事業を実施する民間シェルター等の選定 

  提出された応募書類について、参加資格審査（内容に不備や虚偽等がないか、また、交付要綱等に基

づく要件を満たしているかの確認）を行ったうえ、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業連携事

業者選定会議（以下、「本市選定会議」という。）及び内閣府の選定審査委員会で選定を行う。 

（１）参加資格審査 

本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等に該当するかどうか書類

審査を行う。 

※審査結果については、令和８年４月 10日（金）にメールにて通知する。 

（２）本市選定会議 

参加資格審査通過者について、プレゼンテーション審査と質疑応答を実施。本市選定会議からの

意見を受けて予算範囲内でプレゼンテーション審査通過者を選定する。ただし、評価点の合計点

数の平均が基準点（60点）に満たなかった場合は、予算の範囲内であっても以降の審査の対象か

ら除外する。なお、審査は非公開とし、審査内容に関する問い合わせについては、一切回答しな

い。 

プレゼンテーション審査の審査基準は次のとおりとする。 

ア 事業目的の理解度及び事業内容の的確性（４０点） 

    本事業の目的を正しく理解したうえで、それに合致した内容となっているか。 

イ 事業を円滑に遂行するための実施体制（４０点） 

    事業担当者の人数・役割（責任）分担は、円滑に事業を遂行するうえで適当なものか。 

ウ 経費の積算（２０点） 

    経費の積算は合理的で妥当なものか。取組内容との整合性はとれているか。 

※プレゼンテーション審査の日時は事前に参加者へ連絡する。 

※審査結果については、令和８年４月中下旬にメールにて通知する。 

（３）内閣府の選定審査委員会 

プレゼンテーション審査通過者について、内閣府の選定審査委員会で書類審査する。 

内閣府の選定審査委員会の審査基準は次のとおり。 

ア 補助金の目的に沿った効果の発現性 

地域における現状や課題を踏まえて、地域における官民が連携したＤＶ被害者等支援の充

実に資するものとなっているか。 

イ 事業の先進性、新規性 

地域の発意に根差した先導的な事業としての先進性、新規性があるか。 

ウ 効果的な事業実施環境の整備 

事業の実施に当たり、連携する民間シェルター等との間で、事業成果の出る連携体制となっ

ているか。 

エ 事業成果の波及性 



事業成果の地域内の他団体又は他地域への波及が期待できるかどうか。 

    ※審査結果については、令和８年５月下旬にメールにて通知する。 

 

６ スケジュール（予定） 

・公募掲示                 令和８年３月 23日（月） 

・応募受付                 令和８年４月１日（水）～７日（火） 

・参加資格審査結果通知           令和８年４月 10日（金） 

・本市選定会議               令和８年４月 16日（木） 

・プレゼンテーション審査結果通知      令和８年４月中下旬 

・内閣府の選定審査委員会結果通知      令和８年５月下旬 

 

７ 応募書類 

・令和８年度 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金 実施計画書 【別紙様式】 

   ・その他関係する書類 

 

８ 募集期間（提出期間）・方法 

令和８年４月１日（水）～７日（火）９時～17時 

ただし、午後０時 15分～午後 1時までを除く ※期限厳守 

９に記載した提出先に直接持参すること 

 

９ 提出先 

  大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 

〒530‐8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号 

電話 06-6208-7656 FAX  06-6202-7073 

メール ca0012@city.osaka.lg.jp 

担当 榎並・奥・成吉 

 

 

  

mailto:ca0012@city.osaka.lg.jp


 

（別紙）補助金の交付の対象となる経費 

１ 区分 ２ 対象経費 

受入体制整備事業 

 

被害者等を幅広く把握し、

支援するために必要な相談

窓口の拡充、利便性や安全

性に配慮した受け入れ施設

の改善や居住場所の確保等

の環境整備を行う事業 

①メール・SNSの活用や出張相談等により被害者等の状況に応じた柔

軟な相談を行うために要する経費 

・メール・SNS相談及び出張相談等に応じる支援員の人件費（社会

保険料等含む。以下同じ。）、交通費、出張旅費、システム整備

経費等 

②母子一体で受け入れる等の多様な被害者等を受け入れるために要す

る経費 

・施設の改修経費、他の適切な居住施設の賃借料等 

③安全な相談・支援体制の確保のために要する経費 

・感染症対策及び防犯のための需用費・役務費、資機材・備品費等 

専門的・個別的支援事業 

 

被害者等に対する専門的・

個別的支援を実施するた

め、専門職の雇用または派

遣、及び支援員への研修等

の実施により対応力の強化

を行う事業 

①被害者等の特性や課題に応じた専門的・個別的支援を実施するため

に要する経費 

・専門職及び個別的な対応を行う支援員（※原則として専門資格

を所持すること）の人件費、報酬、謝金、交通費等 

②関係機関とのネットワーク構築・連携強化により、総合的・包括的

支援を実施するために要する経費 

・支援のコーディネート及びスーパーバイズを行う支援員の人件

費、報酬、謝金、交通費等 

③支援員の相談支援業務の対応力向上や専門性向上を図るために要 

する経費 

・講師等の謝金、旅費、借料（研修会場、同付帯設備・備品）、

研修に係る需用費・役務費（消耗品費、印刷製本費、通信運搬

費）等 

切れ目ない総合的支援事

業 

 

施設退所後においても、支

援の切れ目が生じないよ

う、自立に向けたプログラ

ムの実施、同行や家事育児

に係る支援など総合的かつ

中長期的な支援を行う事業 

①入所中の被害者や退所した被害者等が、心身を回復し、自立に向け

て生活再建を図るために必要な各種プログラムの実施及び交流会等

の運営に要する経費 

・講師等の謝金、旅費、借料（講習会・交流会場、同付帯設備・

備品）、講習会等の実施に係る需用費・役務費（消耗品費、印

刷製本費、通信運搬費）等 

②退所した被害者等に対する行政機関等関係機関への各種相談・手続

きに係る同行支援に要する経費 

・同行謝金、交通費等 

③退所した被害者等への家庭訪問等のアウトリーチによる各種相談・

助言及び生活支援を行うために要する経費 

・アウトリーチ支援を行う支援員の人件費、報酬、謝金、交通費等 



加害者プログラム事業 

 

「配偶者暴力加害者プログ

ラム実施のための留意事

項」（令和５年５月・内閣

府男女共同参画局）を活用

した加害者プログラムの実

施、ファシリテーター等の

養成等を行う事業 

①加害者プログラムの実施及びファシリテーター等の養成に要する経

費 

 ・プログラムの実施及びファシリテーター等の養成に係る謝金、旅

費、借料（会場、同付帯設備・備品）、需用費・役務費（消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費）等 

※なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。 


